
ぬまづ技能マイスター認定要綱

沼津商工会議所
 (目的)
第1条 　この要綱は、自らが優秀な技能を有し、技能伝承のために後進の指導・育成に尽力している技能者をぬまづ技能マイスター（以下「マイスター」という。）として沼津商工会議所会頭（以下「会頭」という。）が認定し、その活動を通して技能者の社会的評価及び技能水準の向上を図るとともに、後継者の育成を促進することを目的とする。
（認定者及び被認定者）
第２条　マイスター認定は、次の要件を全て充たすことが、マイスター認定審査会において認められた者について、会頭がこれを行う。
（１）優れた技能を有し、長年に亘り技能者として活動していること
（２）現役性を有し、後進の指導・育成に貢献をしたものと認められること
（３）沼津商工会議所会員事業所に就業していること　
　　２　特に会頭が認めた者は、マイスターとして認定することができる。
（認定の方法）
第３条　認定は、毎年１回、会頭が別に定める日に認定証を授与して行うものとする。
（候補者の推薦）
第４条　被認定候補者は、各種産業団体の代表者より、認定に値すると認める者の推薦を受けるものとする。
（マイスターの役割）
第５条　マイスターは、技能振興のために会頭が認めるイベントや広報活動に積極的に協力するものとする。
（細目）
第６条　この要綱に定めるもののほか、マイスターの認定に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成２０年　８月２８日から施行する。
